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●対象者　次の全てに当てはまる人
　◇自ら居住する市内の住宅に太陽光発電システ
ムを設置、または、太陽光発電システム付の
新築住宅を購入

　◇平成 24 年４月１日以降に住宅用太陽光発電シ
ステムの設置などの契約を締結し、電力会社
と電灯契約および余剰電力の販売契約を締結

　◇市に住民登録している
　◇市税に滞納がない
　◇暴力団関係者でない
●補助上限　４kw 

　市では、平成24年７月から住宅用太陽光発電
システム設置費の一部を補助し、地球温暖化防
止対策の推進や電力需給問題対策の１つとして
取り組んでいます。
　平成30年度は補助金として90件分、1170万
円を予算化しています。家の新築を計画されて
いる人、戸建住宅に住んでいる人で太陽光発電
の設置を考えている人は、右ページの補助申請
の要件を確認してください。

　市と市内のスーパー５店舗が協同で、資源の
有効利用のためにレンタルエコバッグを貸し出
します。
　これは、エコバッグ利用の習慣化によるレジ
袋の削減と、環境問題を考えてもらうために行
うものです。貸し出したエコバッグは、次に来
店するときに必ず返却してください。
●実施店舗　イオン（大野城店、下大利店、乙
　　金店）、マックスバリュ（御笠川店、若草店）
●貸出開始日　６月１日㈮

●問い合わせ先
　　環境・最終処分場対策課環境政策担当

☎（580）1886

●補助金額
　◇基準額　１kw あたり３万円
　◇加算額　設置などの契約の相手が市内の事業
者の場合は、１kw あたり 5000 円を加算

●申請期限　平成 31年３月 29日㈮
※予算がなくなり次第、終了します。
●注意事項
※住民票と、市税に滞納のない証明書を本人以外
が請求する場合は、委任状が必要です。
※発電システムを設置し電力会社と余剰電力受給
契約を締結後に補助金を申請してください。
※郵送による申請は、受け付けません。
※補助金の交付を受けた人は、毎月の発電量など
を記載した定期報告書（年１回）を２年間提出
する必要があります。

太陽光発電の補助 　　申請を受け付けています太陽光発電の補助 　　申請を受け付けています

メールアドレス　cc@city .onojo. fukuoka.jp大野城市役所  〒816-8510 大野城市曙町2-2-1  コールセンター・（代）☎（501）2211  FAX（501）2394

住宅用の補助金交付制度があります
補助金　最大12万円

※市内の設置業者を利用する場合、更に最大２万円を加算

●申請と問い合わせ先　
　　環境・最終処分場対策課環境政策担当　☎（580）1886
　　　http://www.city.onojo.fukuoka.jp/kurashi/kankyo/taiyoukou26.html

申請に必要な書類
必　要　書　類 備　　考
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補助金交付申請書
設置した住宅の位置図
設置などに関する契約書の写し

市ホームページからダウンロード可
住宅の位置が正確に分かるもの

◇建物と発電システム全体
◇太陽電池モジュール
◇パワーコンディショナ全体
◇パワーコンディショナの銘板
◇売電メーター

カタログの写しでも可
市ホームページからダウンロード可
記入例を市ホームページに掲載
任意の書式可

余剰電力買取契約のみ
１カ月以内に発行されたもの
１カ月以内に発行されたもの

発電システムの仕様書の写し

電力会社との電力受給契約書の写し
住民票
市税に滞納のない証明書

太陽電池モジュールの配置と枚数が分かる図面
太陽電池モジュールの製造番号と出力特性を示す書類

発電システムの設置に係る領収書と内訳書の写し

設置した発電システムの写真
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補助金申請の流れ

レンタルエコバッグを使ってみませんかレンタルエコバッグを使ってみませんか
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